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第７２回 島根県原子力発電所周辺環境安全対策協議会 

                      日 時  平成２８年５月２０日（金） 

                           １４：００～１５：４５ 

                      場 所  ホテル白鳥 ３階 鳳凰の間 

 

○岸川部長 それでは、定刻になりましたので会議を始めます。 

 まず、会長でございます溝口知事のほうから御挨拶申し上げます。 

○溝口会長 本日は、皆様方お忙しい中御出席をいただきまして、厚く御礼を申し上げま

す。先月の２８日に、中国電力から島根原発１号機の廃止措置計画につきまして、県及び

松江市に対し、事前了解願の申し入れがありました。１号機につきましては、昨年４月３

０日で営業運転を終了しており、今後、適切な廃止措置計画に従って廃炉を進める必要が

あります。２号機の特重施設及び第３系統バッテリーにつきましては、新規制基準におき

まして、大規模自然災害やテロ等によるシビアアクシデントに対して、安全、信頼性を向

上するために設置が求められているものであります。県としましては、これらの措置の安

全性につきましては、原子力規制委員会に審査をしてもらう必要がありますので、県議会

や、この安全対策協議会、県の原子力安全顧問の方々、そして関係自治体などの御意見を

よくお聞きしまして、まず、申請をすること自体に関する了解について判断をし、次に、

原子力規制委員会の審査終了後、同様のプロセスを経まして、最終的に了解するかどうか

という、いわゆる２段階方式をとることといたしております。また、今回、提出された廃

止措置計画等につきまして、県民の方々に対しましてわかりやすく説明をしていくことが

必要だと考えております。本日は一般参加の皆様からの質疑の時間も設けておりますので、

よろしくお願いを申し上げます。 

 また、今回は、前回の協議会におきまして御意見をいただきました中国電力の不適切事

案につきまして、原子力規制委員会から保安検査等の結果について説明をしていただくこ

とといたしております。 

 本日の会議の進行は以上のとおりでございますが、県としましては、本日御出席の皆様

からの御質問、御意見などをよくお聞きしまして、適切に対応していく考えでありますの

で、よろしくお願い申し上げまして、冒頭の御挨拶とさせていただきます。 

○岸川部長 失礼いたします。県の防災部長をしております岸川でございます。今日の議

事進行役を務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 
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 では、最初の議題、島根原発低レベル放射性廃棄物のモルタル充填に用いる流量計問題、

これに入りたいと思います。本日は、原子力規制委員会の島根原子力規制事務所から竹原

所長さんはじめ、御担当の方、いらっしゃっていただいておりますので、御説明をいただ

きたいと思います。 

 なお、その後の質疑につきましては、まず、委員の皆様方から頂戴し、続きまして一般

参加の方々からお受けいたしたいと思います。 

 それでは、竹原所長さん、お願いいたします。 

○竹原島根原子力規制事務所長 島根原子力規制事務所の竹原でございます。隣におりま

すのが、検査官の田中でございます。２名で説明させていただきます。よろしくお願いい

たします。座って話させていただきます。 

 昨年の１１月に引き続きまして、中国電力の保安規定違反に係る保安検査の結果につき

まして、このように貴重なお時間をいただきまして、誠にありがとうございます。本件は、

規制委員会において保安規定違反と判定された事例でございます。そのため、規制事務所

が四半期に１回実施する通常の保安検査の中に検査項目を立て、厳格に検査をしてきたと

ころでございます。その保安検査の内容は、事実確認から原因分析、再発防止対策、さら

には有効性確認まで、その対策は非常に多岐にわたりますが、できるだけわかりやすく、

簡略に御説明させていただきたく考えております。 

 それでは、早速本題に入らさせていただきます。島根原子力発電所における低レベル放

射性廃棄物のモルタル添加水電磁流量計の校正不備ということで説明させていただきます。

資料は２部ございます。保安検査の報告書と、その概略を示したパワーポイントを印刷し

たレジュメでございます。基本的には、このレジュメを使用いたしまして説明させていた

だきます。御説明させていただく内容ですが、前回と少々ダブりますが、本件の経緯から、

その後、我々規制庁は何を行ってきたか、そして、今後の予定について説明させていただ

きます。 

 まず、１ページ目でございますが、経緯です。繰り返しになりますので、下線部のみ簡

単に紹介させていただきます。昨年の６月２６日、３つの電磁流量計の点検が行われてい

なかったことが判明したということで報告がありました。その後、担当者が過去の記録の

写しを用いて校正を実施したかのように記録を作成していたこと、俗に言う捏造していた

ということを確認いたしました。その後８月５日に、約２年間、組織として検出、見つけ

出すことができなかったという状況、つまり業務の管理が適切に行われていなかったこと
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から、我々は保安規定違反というように判断いたしました。一方で、違反のレベルでござ

いますが、判定区分、監視という形で、我々規制事務所が保安検査等を通じて事業者に行

う改善措置の実施状況を継続的に監視している状況でございます。 

 ２ページ目でございます。これらを踏まえて、まず、第２回の保安検査では、適正な校

正が実施されていなかった流量計と同様な管理をしている機器の点検状況を確認しました。

この際に対象とした機器は、統合型保全システム、ＥＡＭと電力は呼んでおりますが、こ

の管理対象外の機器でそれら全てについて、手順書等に基づき適切に点検が実施されてい

ることを記録により確認しました。そして、中国電力が原因分析及び再発防止対策のアク

ションプランを作成した後、ここからが今回、新たに報告させていただく内容でございま

す。平成２７年の１１月３０日から１２月１１日には、第３回保安検査を実施しました。

さきに中国電力が策定した調査報告書の策定内容及び実施状況について確認しております。

さらに、今年になりまして、２月の２２日から３月の４日には第４回の保安検査を実施し

まして、３回に引き続いて、中国電力の策定した再発防止対策が着実に実施されているか

どうかについて確認しております。 

 それでは、第３回の保安検査の結果概要について、３ページを御覧いただけますか。も

う少し詳しく説明させていただくと、我々は、大きく分けてこの３回で３つの観点から検

査を行いました。１つ目は、電力会社が策定した再発防止対策ですが、これが事実関係の

調査確認及び原因分析をきちんと踏まえた再発防止対策として適切に策定がされているか

どうか。そして、その再発防止対策アクションプランの具体的な方策に従って、再発防止

対策を着実に実施しているかどうか。さらには、３つ目として、中国電力が外部、第三者

の指摘を踏まえた再発防止対策アクションプラン以外のさらなる自主的な対策、取り組み

についても検討を開始しているということを、記録及び聴取等で確認しております。３つ

の観点で検査を行った総合評価として、再発防止対策はその時点で着実に実施されており

まして、ただし継続中のものもあるため、引き続き保安検査を実施していくということで

第３回を行いました。 

 引き続いて４ページで、第４回目の保安検査の結果概要でございます。ここでは、お手

元にあります保安検査報告書の２ページの内容を書かさせていただいております、下段の

ほうになりますけども。第４回では第３回の結果を踏まえ、引き続き再発防止対策が着実

に実施されているかどうかについて確認しました。さらに、アクションプラン以外のさら

なる自主的な対策、取り組みについても検討を行って、対策に着手しているとこまでを確
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認いたしました。これらの観点で行った検査の総合評価としては、再発防止対策は、一部

の継続中のものを除いて、着実に実施されているところまでは確認しました。一方で、今

後は、実施された再発防止対策の有効性評価が確実に実施されているかについて確認して

いくということになります。 

 ５ページ目でございますが、一応そこに保安検査の細かい話として、検査項目を載せさ

せていただいておりますが、これは具体的には、別添、報告書の３ページから８ページま

でに詳しく載せさせていただきました。項目は、基本的には中国電力の調査報告書にある

項目と同じものではございますが、そこに参考として掲載させていただきました。細かい

説明は省略させていただきますが、①は、まさに業務の仕組みの改善で、校正と点検を管

理する仕組みに不足する部分があったという改善。２点目、②は、業務運営の改善でござ

います。これらは点検の手順書に関するようなものではなく、業務の運営、特に管理者の

業務管理における問題点に対する改善でございます。そして３つ目は、意識面の改善、ま

さに捏造に対する改善ということがされてる内容ですね、それらについて確認をしてまい

りました。 

 先ほど申し上げましたとおり、アクションプランに基づく対策は着実に実行されており

ます。次の６ページを見ていただければと思うんですが、対策自体は着実に進行している

というとこまでは御紹介しましたが、今後は、これからの計画、ここにこれからの計画と

いうことで載させていただきました。これまでの結果を踏まえまして、今月末から保安検

査を、２８年度第１回の保安検査を開始いたします。３つのポイントで実施することと考

えております。実施されたアクションプラン、まさにそれが適切に実行管理されているか

どうかという部分で確認してまいります。②として、ＥＡＭの改良が、統合型保全システ

ムですが、改良を行うということになっておりますが、これが着実に進捗しているかどう

かという点について確認してまいります。３番目として、各アクションプランの有効性評

価が適切に実施されているかという部分、これらについて、次の今月の保安検査で確認し

てまいります。 

 以上ですが、品質管理で重要なのは、まさにこの検査以降からであると考えております。

第４回の保安検査までで、アクションプラン、再発防止対策は、ほぼ確実に実施されてき

たところだと考えておりますが、今後はこのアクションプランがＰＤＣＡを回すことによ

って、さらに品質、つまり、業務管理、運営についてレベルアップしていくことが重要で

あると考えます。引き続き我々は監視をしてまいりたいと考えております。 
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 私のほうからの説明は以上でございます。ありがとうございました。 

○岸川部長 ありがとうございました。 

 それでは、今の説明につきまして、質疑をお受けしたいと思います。 

 まず、委員の先生の方からお願いいたしたいと思います。御意見、御質問等ございまし

たら、挙手をお願いできればと思います。よろしゅうございますか。 

 それでは、続いて、一般参加の方も含めて、質疑をお受けしたいと思います。一般参加

者の方は、お名前を最初に言っていただけると喜びます。よろしくお願いをいたします。

よろしゅうございますか。 

 では、ないようでしたら、これで最初の議題は終了させていただきたいと思います。 

 では、ここで説明者を入れかえたいと思います。 

 規制事務所の方、どうもありがとうございました。 

○竹原島根原子力規制事務所長 どうもありがとうございました。 

○岸川部長 では、中国電力の説明者の方は、前の席へお願いいたします。 

 ちょっと皆さん方に御相談でございます。会場の都合で、光の調節が、この明るい段階

から、先ほどスクリーンを見ていただいた段階の極めて暗い段階の調整しかできないとこ

ろでございまして、差し支えなければ、皆さん方、お手元の資料を見ながらという方が比

較的多かったようにも見受けられますが、スクリーンを使わずにお手元の資料を御覧いた

だきながらということで進めさせていただければと思いますが、よろしゅうございますで

しょうか。（「はい」という声あり）では、そのような形でさせていただきます。恐れ入

ります。 

 では、次の議題に移りたいと思います。議題の（２）番と（３）番でございます。１号

機の廃止措置計画の関係、そして２号機の特重施設等の設置の関係でございます。これに

つきまして、続けまして、２題続けて、中国電力、それからあれですね、その最後の議題

の島根原発周辺の環境放射線等の調査結果、それから測定計画、ここまで続いて、中国電

力、それから島根県のほうから説明させていただきます。 

 質疑は、先ほどと同じように、最初に委員の皆様方、続いて一般参加の方も含めてお受

けしたいと思います。 

 それでは、中国電力さん、よろしくお願いいたします。 

○古林島根原子力本部長 中国電力の島根原子力本部長をしております古林でございます。

御説明に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。島根県原子力発電所周辺環境安全対
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策協議会の皆様方には、平素から当社事業に対しまして御理解、御協力賜っておりまして、

この場をお借りしまして厚くお礼を申し上げます。 

 地域の皆様に大変御心配をおかけしております低レベル放射性廃棄物の流量計にかかわ

る不適切な事案にかかわる問題でございます。これまで当社におきましては、再発防止対

策に取り組んでまいりましたが、今後ともこの再発防止対策の定着化に向けて、しっかり

取り組んでまいりたいというふうに考えておるところでございます。地域の皆様の信頼を

大きく損ね、今後、この信頼回復、一歩ずつ努力してまいりたいというふうに考えており

ます。 

 さて、島根１号機の廃止措置でございますけれども、先ほども御紹介をいただきました

とおり、昨年の４月３０日をもって、１号機の営業運転を停止をいたしました。１号機は、

国産の初号機でございます。当社にとりましても島根の１号機でございます。昭和４９年

の３月に営業運転を開始いたしまして、本当に長きにわたりまして、地域の皆様には大変

お世話になりました。おかげさまで、地域の電力の安定供給の一翼を担うということがで

きました。昭和４１年の１１月に建設計画を公表して以来、半世紀にわたりまして御理解

と御協力を賜りまして、改めて厚くお礼を申し上げます。 

 今後、廃止措置を進めていくわけでございますけれども、この廃止措置を安全かつ確実

に行うために、このたび廃止措置計画を策定したところでございます。また、２号機につ

きましては、現在も新しい規制基準に基づく適合性の審査を続けておるところでございま

す。この新規制基準で求められております特定重大事故等対処施設、さらには所内常設直

流電源設備、これらの計画をいたしたところでございます。これらの計画につきまして、

先月２８日に、島根県殿に、松江市様にも事前了解願ということでお願いをしたところで

ございます。周辺の自治体の皆様に対しましても、安全協定に基づく計画概要の報告など

をさせていただきました。 

 本日は、この１号機の廃止措置計画、それから２号機の特定重大事故等対処施設等につ

きまして御説明をさせていただきますけれども、これらにつきましては、地元の皆様の御

了解をいただいた上で、国に申請を行いまして、認可等をいただく必要がございます。何

とぞよろしくお願いをいたします。今後、当社は、島根原子力発電所の安全性を不断に追

求するとともに、廃止措置につきましても、安全の確保を最優先に取り組んでまいります。 

 それでは、担当から御説明を申し上げます。よろしくお願いいたします。 

○長谷川島根原子力本部副本部長 中国電力の長谷川でございます。 
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 それでは、資料２につきまして、資料３まで、一括御説明をしたいと思います。まずは

目次でございます。今日は廃止措置の概要、さらには第１期工程分の申請概要について御

説明をしたいと思います。 

 それでは、③ページ目を御覧ください。まずは廃止措置とはとございます。左の上にプ

ラントの絵がございますけれども、まさしく運転終了いたしますと、おおよそ３０年にわ

たる長い廃止措置工事が始まっていくわけでございます。まずは、原子炉から使用済燃料

を取り出します。その間、「洗う」とございますけれども、私ども、系統除染と申してお

ります。使用が終わりましたこの今のプラントには放射性物質が付着してございます。基

本的にはコバルト６０という物質でございまして、半減期と申しますが、自然に、ある一

定の時間がたつと放射能の濃度が、強さが半分に下がる期間、これを半減期と申しており

ます。この期間が、コバルト６０の場合は５．３年ということでございますから、割と早

いペースで強さが下がってまいります。そして、「待つ」。これが安全貯蔵ということで

ございまして、一方の系統除染ということで、先ほどのコバルト６０、こちらを積極的に

化学剤あるいは機械式の除去装置を用いまして低減をしていく。私ども作業者の被ばくを

低減する、あるいは発生します放射性廃棄物の濃度を下げていく、こういう目的がござい

ます。その次が、「解体する」ということで、まずは原子炉の地下周り、こちらのあたり

から撤去をしてまいります。そして、最終的には原子炉建物、タービン建物といったコン

クリート構造物まで撤去してまいります。最終的には全くの更地を目指すという、こうい

う一連の工程を廃止措置と申しております。 

 なお、福島の第一原子力発電所はあのように大きな事故を起こしておりまして、燃料が

溶けている状態でございます。そういうプラントとは全く異なります。燃料は健全なまま

使い終えて、安全に貯蔵されておりますので、ああいった、例えば汚染水といったような

問題も、基本的にはないものと思っていただいて結構かと思います。 

 次が、④ページ目でございますけれども、廃止措置計画の申請内容でございます。自治

体の皆さんの手続を踏まえまして、規制委員会のほうへ申請をいたしますと、審査が始ま

り、認可がおります。そして、再度、関係自治体との手続を踏まえて、いよいよ工事に着

手すると、こういう流れになろうかと思っております。下段のほうに計画への記載事項と

ございますけれども、やはり大きな課題としては、この使用済核燃料の譲渡し、搬出でご

ざいます。もう一つは、解体工事で発生いたします低レベルの放射性廃棄物の処分、こう

いったものが大きな課題になろうかと思っておりますが、今後、的確に審査を受けていく
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ことになります。 

 続いて、３ポツの計画の概要から御説明いたします。⑥ページ目を御覧ください。御覧

のように、大きく４つの段階から構成してございますけれども、第１段階が６年、その後、

８年刻みで３段階の工事計画を現在進めてございます。今回の申請は、全体の見通し、さ

らには１期分の具体的な工事計画、こういったものを申請する予定にしてございます。 

 それでは、具体的には⑦ページ目を、図表で展開してございますので、こちらで御説明

をしたいと思います。今申しました、概ね３０年の期間を４区分に分けてございます。そ

のうち、今回申請分の第１期工事分、左の赤枠の中でございますけれども、こちらでは、

特段まだ、具体的な解体工事というものはございません。基本的には、まず、燃料の搬出、

譲渡しが重要でございますので、２期工事を含めた１４年間に、当社の場合は、青森県の

六ヶ所村のほうへ搬出をすることを計画してございます。したがいまして、この期間中に

は、原子炉周りの解体作業などはございませんので、継続的に１号機の使用済燃料プール

に安全に保管をする計画でございます。１期分としまして、次に汚染状況の調査、配管や

機器等に放射性物質がどの程度ついているか、まずは調査いたします。そして、全期間を

通じまして、先ほど申しました除染、放射性物質の低減を図ってまいります。また、次の

第３期のところにございますけれども、第３期から、初めて原子炉本体の解体撤去という

ことになってまいります。それ以前、第２期工事あたりからは、管理区域内の設備、原子

炉本体以外の解体も進めてまいります。最終の第４期になりますと、建物、コンクリート

建物の解体をして、全ての工事を終わっていくということになろうかと思います。 

 ⑧ページ目を御覧ください。廃止措置の基本方針でございます。何より安全確保が最優

先でございます。周辺の皆様への放射能による影響などもあってはならないことというふ

うに考えてございます。後ほど詳しく御説明しますが、やはり使用済燃料の搬出、さらに

は廃棄物の処理、こういったものが大きな課題というふうに考えてございます。 

 ⑨ページ目を御覧ください。全体を進める上での管理体制でございます。原子炉施設の

維持管理、実施体制、品質保証計画、運転中に加えまして、廃止措置という特殊な工事に

も配慮しながら、安全第一の工事を進めてまいります。 

 ⑩ページ目は、その一つの例でございますけれども、例えば作業する際、中央下のほう

に解体対象機器と黄色い部分がございます。こういったものを解体いたしますと、ある程

度の放射性物質が飛散するわけでございますけれども、赤い枠の局所の覆いをつけまして、

そういったものの飛散を防ぐ、あるいは遮蔽マットが上のほうの配管についてございます
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けれども、遮へいといいまして、放射線を遮るような物質で、作業者の被ばくを低減する、

こういった工夫をしながら作業を進めてまいります。 

 ⑪ページ目、事故防止対策でございます。この廃止措置中に大きな地震や津波が起こら

ないとも限りません。そういったものの備えも今後、審査の中で十分進めてまいりたいと

思います。 

 ⑫ページ目には、考え得る、かなり厳しい事象の評価結果をお示ししてございます。使

用済燃料プールで、現在７２２体の燃料を引き続き冷却保管をしてございます。それが左

の図でございまして、水深１２メートルのプールに安全貯蔵がなされております。しかし、

万一、この水が全て抜け落ちたとき、果たして中にある燃料の安全性を保てるかという試

算をしたのがこのページでございます。結果、その燃料の表面温度は２６０℃程度にとど

まるだろうと考えてございます。運転中でも３００℃程度でございますから、既に１号機、

運転を停止しまして６年がたっておりますので、使用済燃料自体も相当冷えているという

状況かと思っております。 

 ⑬ページ目は、その燃料プールの冷却を行う緊急措置でございます。青い線が、そもそ

も福島以前からある冷却系を示してございますけれども、福島の事故以降、破線部、例え

ば上の送水車、下の電源車、こういった追加の安全対策をとることによって、燃料プール

の燃料を健全な状態で冷却し続けるような対策が現在なされてございます。 

 ⑭ページ目は、解体の対象となる施設でございます。１号機の場合、一部の機器を１号

機、２号機、さらには３号機での共用もございます。例えば中央制御室は、１、２号機、

同じ部屋にございます。周辺環境のモニタリング施設、３号機も含めますけれども、１号

機で監視してございましたけれども、そういったものの仕分けを行った後、全ての１号機

の機器について解体を進めてまいります。 

 ⑮ページ目を御覧ください。こちらは廃止措置、工事に伴い発生する低レベル放射性廃

棄物の管理を示したものでございます。まず、左の解体工事準備期間、こちらは現状の状

態とお考えいただければと思います。特段、大きな解体工事はございませんので、気体、

液体、固体、引き続き安全に管理をしてまいります。右の第３工程、いわゆる原子炉本体

周辺機器の解体、これ以降については後ほど御説明をいたします。 

 ⑯ページ目は、現在の廃棄物の管理システムでございます。参考までにおつけしてござ

います。こういったシステムは、廃止措置の期間、ある期間までは引き続き使用すること

によってしっかりと管理をしてまいります。 
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 それでは、⑰ページ目、皆さんの御関心といいましょうか、心配の低レベルの放射性廃

棄物の発生量をまず示してございます。赤い枠の中にＬ１、Ｌ２、Ｌ３という表記がござ

いますけれども、こちらがいわゆる低レベルの放射性廃棄物と言われるものでございます。

その発生場所が色分けしてございますけれども、左の原子炉建物、御存じの原子炉周り、

こういったところから発生するのがＬ１でございます。さらに原子炉の近場、１段外側が

Ｌ２、そして、かなり広いエリアの緑の部分、こちらがＬ３ということになります。その

物量のイメージを右の三角形でお示ししておりますけれども、実際にはいわゆる非放射性

廃棄物がほとんどでございます。 

 ⑱ページ目で、その物量を定量的にお示ししてございます。今申しましたＬ１、Ｌ２、

Ｌ３、割合で言いますと全体の４％ということになります。Ｌ１につきましては、実際は

かなり高いレベルとお考えいただいて構わないと思います。Ｌ２につきましては、昨年起

こしました不祥事、御存じの方も多いと思いますけれども、いわゆる黄色いドラム缶、あ

ちらのレベルということでございますから、運転中のＬ２廃棄物は、現状、青森県の六ヶ

所村で浅い土地で埋めると、こういった処分がなされてございます。Ｌ３についてはさら

に低いものということになります。実態といたしますと、９６％はいわゆる放射性廃棄物

ではございません。さらにそれが２つの区分に分かれておりまして、クリアランス制度対

象物と全くその発生経緯からして放射性廃棄物ではないもの、これに仕分けがなされてお

ります。 

 ⑲ページ目で、このクリアランス対象物を御説明しております。一言で申しますと、一

般の廃棄物と同様に処理しても、皆様の健康に影響がないというレベルのものでございま

す。具体的には、御承知のように、年間２．４ミリシーベルト程度、普通にお暮らしにな

っても被ばくがございますけれども、その１００分の１の０．０１ミリシーベルト、こう

いった値を基準に設定されております。今後、私どもはその対象物の実際の放射性物質の

濃度を測りまして、国の検認を受けて制度の運用に移るということになろうかと思います。

またこれらの廃棄物につきましては、積極的に再利用を図り、資源の低減に努めてまいり

ます。 

 ⑳ページ目が、廃止措置に伴い発生する固体廃棄物、先ほど来申しておりますＬ１から

Ｌ３の処分の方法でございます。これも大きな課題かと思っておりますけれども、いずれ

にしても、Ｌ１が現在、国のほうで細かな法制度が設計されておりますけれども、そのレ

ベルに応じて地層に埋めていくというような処分方法になろうかと思っております。その
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処分先については、現状、決まってございません。今後の調整ということになってまいり

ます。 

 ㉑ページ目が、費用でございます。１号機の廃止措置に伴う総費用は３８２億円程度を

見越しておりますけれども、既に国の積立金制度、皆様の電気料金から一定の額をいただ

きまして、積み立てがなされております。その積立額が３４７億円に達してございますの

で、資金的にはかなりの対応ができているというふうにお考えいただければと思います。 

 ４番目からが１期目の具体的事項を御説明いたします。㉓ページ目を御覧ください。問

題の使用済燃料の搬出方法でございます。我が国は、使用済核燃料はリサイクル、再処理

するというのが方針でございます。その再処理工場が、この図の右端ございます日本原燃

の再処理工場でございます。現在、平成３０年の上期の竣工を目指して、国の審査を受け

ているという段階でございます。繰り返しになりますけれども、私どものこの７２２体の

１号の使用済燃料は、日本原燃の再処理工場が運開するまでは１号機の燃料プールで安全

に保管をいたします。原燃の再処理工場が運開して、当社の輸送の順番が参りますと、ま

ずは専用の容器に詰めまして、構内輸送を行います。それがこの写真の右から２番目にな

ります。そして、専用船、海上輸送ということになりますけれども、六ヶ所村のほうへ搬

出してまいります。実はこれまでも、１号機で５回、２号機で１回、既に六ヶ所村のほう

へ同じ方法で搬出をした実績がございます。ただ、唯一、１号機で使えるこの輸送容器で

ございますけれども、１基当たり２２体しか燃料を入れることができません。設備の大き

な２号機を使いますと、１基当たり３２体入れる容器を使うことができますので、効率的

に燃料を青森のほうへ運ぶために、場合によっては２号機に一時的に燃料を移管する、そ

ういったケースもあるかと考えてございます。また、現在９２体の全く使っていない新品

の燃料もございますけれども、これらについては、メーカーのほうへ送り返して、安全に

処理を行います。 

 続いて、㉔ページ目、汚染状況の調査でございます。原子炉から発生します中性子を、

水の中、冷却水の中にございます不純物、コバルトという物質がありますと、先ほど申し

ましたコバルト６０という放射性物質に変わります。御覧のように、原子炉から近いとこ

ろにそういったコバルト６０の付着が多いわけでございますけれども、詳細の付着状況を

調査するのがこの準備期間中の一つの大きな工程でございます。 

 続いて、㉕ページ目を御覧ください。冒頭、除染ということを申し上げましたけれども、

原子炉周りの容器、配管、こういったものを、化学薬品を使ってこのコバルト６０を除去
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すると、こういったこともこの１期工事で考えてございます。 

 ㉖ページ目は、管理区域外の汚染のない設備、例えば、この図中、左にございます主変

圧器、電気設備でございますから、一切汚染はしてございませんので、こういったものは

早期の解体も可能となろうかと思っております。 

 ㉗ページ目を御覧ください。工事に伴う周辺環境への影響を示したものでございます。

一つの試算として、左のほうに年間約１８マイクロシーベルト、これを私どもが試算して

おります、この廃止措置に伴う周辺環境の皆様の被ばく量でございます。法的な制限値１

ミリシーベルト、１，０００倍桁が違いますが、それに対して大幅に低いという数字が得

られてございます。 

 また、㉘ページ目は、一つの苛酷な事例として、先ほど申しました燃料の輸送中、仮に

燃料プールの中で燃料が落ちまして、燃料が破損した場合、影響はどうかという試算結果

がこちらにございます。中段のほうに０．０００４９ミリシーベルトという数字がござい

ます。これが周辺環境、公衆の皆様への被ばくの想定値でございますが、規制値５ミリシ

ーベルトに比べればかなり低いという結果が出てございます。 

 以下、㉚ページ目に、高レベル放射性廃棄物の処分について御説明しております。青森

県の六ヶ所村のほうで再処理をいたしますと、まだ使えるウラン、あるいはプルトニウム、

こちらは再利用いたしますけれども、最終的な高レベルの放射性廃棄物が出てまいります。

こちらは御承知のように、数万年、数十万年オーダーの半減期ということで、長い間の管

理が必要になってまいりますが、我が国は現在、ガラスにこれを閉じ込めまして、さらに

は地下３００メートル以上の地層で処分をしていくと、こういう方針でございます。この

処分地がまだ決まっていないのが現状でございますけれども、先週の土曜日にも、それに

関する理解シンポジウム、主催は経済産業省と推進機関でございますＮＵＭＯでございま

した。私どももこの発生者として、しっかりこの選定地含めて対応をしてまいりたいとい

うふうに考えてございます。 

 ㉛ページ目は、現状我が国の廃止措置の状況をお示ししたものでございます。くしくも、

日本海側の４発電所、５基のプラントが、ちょうど同じ時期に廃止を決定いたしました。

それぞれ準備中、最近では四国の１号機、伊方の１号機も廃止を決定しております。太平

洋側にあるプラントにつきましては、このＪＰＤＲというのが下から２番目にございます

けれども、こちらは研究炉ではございますが、既に更地まで処分が終わっております。海

外に目を転じますと、商業用の原子力発電所でも何基か安全に廃炉が終わったプラントも
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ございます。 

 最後に㉜ページ目、１号機の歩みと、冒頭、本部長が申しました、おかげさまで４０年

以上、長年健全に運転ができた、機械的には健全でございました。その間、いろいろ御心

配をかける事案はございましたけれども、幸いにも燃料が全く壊れておりませんので、プ

ラントの中にそういった燃料から漏れ出るような放射性物質が出ておりませんので、今後

の廃止措置作業においても、一つの利点になるのかなというふうに思っております。 

 それでは、続きまして、資料３、こちらは２号機の関連施設でございます。特定重大事

故等対処施設、以後、特重というふうに略させていただきます。あわせて、所内常設直流

電源、こちらの御説明もいたします。 

 まず、「特重とは」ということで、②ページ目を御覧ください。最初のところにござい

ますけれども、故意による大型航空機の衝突や、その他のテロリズムにより炉心の損傷が

発生するおそれがある場合などに対し、放射性物質の放出を抑制するための施設というこ

とでございます。端的に言うとテロを意識した施設でございまして、非常に特殊な設備と

お考えいただければと思います。 

 ③ページ目、見ていただきます。まず、工程が書いてございますが、実はこの特重、さ

らには第３バッテリーでございますが、２号機の審査、まだまだこれから続くわけでござ

いますが、仮に設置変更許可、審査が終わりますと、次は工事計画の審査に参ります。工

事計画の審査が終わり、認可が出たその後５年以内にこの特重施設と第３電源を設置する

ようにという法的要求がございます。非常に大型の特殊装置かと思っておりますので、工

期的には５年といっても、相当厳しいものを想定してございます。設置場所としては、当

然津波や地震に耐える必要がある。また、特殊性からいいますと、私ども、原子炉から１

００メートル程度離れた場所に設置いたしまして、原子炉との同時被災を防ぐ必要があろ

うかと思っております。 

 ④ページ目がそのイメージを示してございまして、御覧のような航空機が仮に原子炉本

体に突入してきた場合、それをこの原子炉側を特重施設から安全に冷却して、放射性物質

の放出を防ぐというものが特重施設でございます。 

 ⑤ページ目が、そのイメージでございます。まず、このオレンジ系統の色、こちらが減

圧操作設備ということでつながっておりますけれども、弁を開く、そういったことで原子

炉圧力容器の減圧を行い、破損を防止します。また冷却を進めるため、装置が青のライン

ということになります。離れたとこから、水源もございますので、冷却をして放射性物質
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の環境への放出を防ぐと。そしてもう一つは、いわゆるフィルター付きベントでございま

す。現在、第１フィルター付きベントを建設中でございますが、ほぼ同じものを新たにこ

の特重施設につけるという計画でございます。 

 ⑥ページ目、その概要についての御説明、⑦ページ目は、現状の外部からの原子炉の冷

却系統をお示ししてございます。 

 最後の、３系統目のバッテリーでございますけれども、こちらにつきましても、⑩ペー

ジ目、御覧いただきますと、５年の工程の制約がございます。具体的には、⑪ページ目を

御覧いただきたいと思います。もともと、オレンジの枠で囲ってございますのが第１系統

目と申しまして、福島以前から要求されておりました。こちらももちろん多様化、多重化

されております電源系統でございます。そこへ、現在、建設、審査を受けておりますが、

２系統目の電源、さらには、ほぼその同規模のものを３系統目として今後設置するという

ことになります。設置場所として、赤い枠を御覧いただきますと、２号の原子炉近場の地

下に設置すると、そういった計画で今後進めてまいります。 

 以上、私の御説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○岸川部長 ありがとうございました。 

 それでは、説明続けまして、議題の（４）ですね、原発周辺の環境放射線等調査結果、

それから計画につきまして、県から説明させていただきます。 

○西原子力環境センター長（島根県） 失礼します。島根県原子力安全対策課原子力環境

センター長の西と申します。私のほうから、島根原子力発電所の周辺環境放射線等の調査

結果について御説明申し上げます。説明のほう、座らせていただきます。 

 直近の結果としまして、平成２７年１月から１２月までの調査結果について、お手元の

資料ナンバー４－１のほうで御説明させていただきます。最初に結論のほうを申し上げま

すが、調査結果を詳細に検討、評価しましたところ、原子力発電所による影響は認められ

なかったというのが結論でございます。以下、各調査項目の結果について、概要を御説明

いたします。 

 最初に、どんな調査をしているかということでございますが、調査、大きく分けて、放

射線に関する調査と温排水に関する調査の２つをやっております。さらに、放射線につき

ましてはモニタリングポスト等による空間放射線と環境試料中の放射性物質の調査を実施

をしております。 

 資料のほう、表紙をめくっていただきまして、ページ番号振ってございませんが、見開
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きで見ていただきますと、こちらのほうに空間放射線についての調査結果を掲載をしてお

ります。発電所を中心に、２４地点で連続測定を実施しております。なお、調査地点の位

置につきましては、資料の最後に地点図を添付しておりますので、そちらのほうを御参照

ください。グラフのほうには、月ごとの１時間当たりの放射線量の月平均値、それから最

高値、最低値をグラフで示しております。降水等による上昇以外につきましては、平常の

変動幅の範囲内でございまして、原子力発電所の影響は認められませんでした。 

 次に、１枚めくっていただきますと、左のほうには、これは３カ月間の積算の放射線量

を掲載をしております。これにつきましても、平常の変動幅の範囲内でございまして、発

電所の影響は認められませんでした。 

 その隣のページには、環境試料中の放射性物質の測定結果を載せております。海産生物

あるいは農産物、それから土壌、海水等、こういった多くの種類の試料について測定をし

ておりますが、一部の試料でセシウム１３７、トリチウム、ストロンチウム９０の放射性

物質を微量に検出はしておりますが、これらは発電所の影響によるものではないというこ

とで、主に過去の大気圏内核実験等によるものであるということで、発電所の影響は認め

られないという結論でございます。 

 １枚めくっていただきまして、左側のページですが、これは温排水に関する調査結果で

ございます。ここに示しております図は、基準となる水温と比較をして、１℃以上高い水

域を、少し色を濃くして表示するようにしておりますが、御覧のとおり、いずれの調査に

おいても、１℃以上上昇をした水域は認められず、温排水による影響はございませんでし

た。以上が平成２７年の１月から１２月までの結果でございます。 

 また、平成２８年度、今年度の調査計画でございますが、先ほど説明をした内容とおお

むね同様の調査を計画をして実施をしております。計画の詳細については、資料４－２の

ほうにお配りをしておりますが、説明のほうは省略をさせていただきます。 

 説明のほう、以上でございます。 

○岸川部長 ありがとうございます。 

 それでは、議題の（２）から（４）、１号機の関係、２号機の関係、そして環境放射線

調査結果について、一括して御意見、御質問をお受けいたしたいと思います。まず、委員

の皆様方からございましたら、挙手をお願いしたいと思います。今、お一人から手が挙が

っておりますが、お二人おられますかね。お三方。そういたしますと、手を挙げられた順

番で、Ａ委員さん、Ｂ委員さん、それからＣ委員まで、３人続けて御質問、御意見いただ
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きまして、あと３人まとめて、答える必要があればお答えのほうお願いしたいと思います。 

 では、Ａ委員。 

○Ａ委員 Ａです。前回の説明会に続いて、今日も説明受けたところでありますが、まず

は１号機の廃止措置計画についてであります。前回も説明で伺いました、使用済核燃料の

処理について、六ヶ所村の再処理工場の稼働が前提というふうになっております。この確

かさについて、改めて御意見伺いたいと思います。この間のいろいろ説明、あるいは報道

等を伺ってみたり聞いたりしていますと、国はじめ電力事業者がこの間進めてきた、いわ

ゆる核燃料サイクルというものが前提になっているんじゃないかというふうに思っていま

す。そもそも核燃料サイクルというのは、いわば実験段階だったものが実用化に向けて動

き出してきたかと思えば、数々の失敗を繰り返している。もんじゅに至っては、これはも

う見通しが全く立たないというのが今の状況だと思うんです。使用済燃料の処理をどうす

るのか、この間の説明では、核燃料サイクルのこの実現が前提というふうに見てとれると

思うんです。これが、この核燃サイクルを前提とした廃炉措置計画なのかどうか、ここを

明らかに、まずお答えいただきたいと思います。 

 それと、２つ目が、特重施設についてです。これも２号機はじめ再稼働の前提となるも

のだというふうに思います。原発の安全性は、原発を続けるにせよやめるにせよ、これは

当然高めていかなければならないことだと私は思うんです。そうであるならば、中国電力

は原発の安全性は高める努力はやられる。そうであるならば、同時に住民の安全に対して

も考慮をする必要があると思うんです。避難計画を自治体等が計画、策定して、訓練等も

重ねられてきています。訓練をするたびに課題が次々と明らかになっていて、避難計画そ

のものの実効性が、今まだ担保されていない状況だというふうに思うんです。熊本で震災

が発生しました。新幹線がストップし、高速道路もとまりました。事故が起こった際、屋

内退避ということもありますが、じゃあ、地震で家が崩れて、余震の恐怖におびえる方が

皆さん外で寝泊まりされたじゃないですか。じゃあ、この屋内退避というこの計画そのも

のが、これなかなか実際難しいというのが率直なところです。避難計画や、あるいは訓練

等に、中国電力は協力はするということは言われるんですが、責任を持つという立場には

立たれません。私は、責任持って、避難計画についても責任を負う立場で私は加わるべき

だというふうに思います。この点について伺います。 

 ３番目が、周辺自治体との安全協定についてです。地域との共生とか信頼関係、これは

事あるごとに口にされます。３０キロ圏内の自治体が安全協定を求め続けているにもかか
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わらず、まだそれは実現に至っていない。口頭、あるいは文書等では、立地自治体と同様

の取り扱いといいますか、対応をするというふうには読めますが、それを裏づける担保と

なる協定が結ばれていない、これは一体どういうことなのか。この点について、以上伺い

たいと思います。以上です。 

○岸川部長 ありがとうございます。 

 恐れ入ります、先ほど挙手を…じゃあ、お願いいたします。 

○Ｂ委員 Ｂと申します。先ほど質問されたＡ委員さんと同じところも心配だったんです

けれども、六ヶ所村の施設が、予定はそうなっていますけれども、見込みとして本当にな

るのだろうかということが心配なことですね。 

 あと、それと、もし六ヶ所村の施設が完成しなかった場合、燃料プールに入れておいて、

それで、何ていうの、除染できるところから始めていくんですかね。何か、中の燃料が移

せなかった場合、そこで止まるのか、それともとりあえず何か１号機とか２号機とかの燃

料プールに移しておいて除染のほうに入っていくのか、その辺はどうなのかなということ

をちょっとお聞きしたいと思います。 

 それからですね、あと、放射能、何ていうかな、１８のところの解体撤去工事に伴い発

生する固体廃棄物の量っていうのありますけれども、これで低レベル放射性廃棄物として

Ｌ１、Ｌ２、Ｌ３という話でしたけれども、その廃棄物の、放射能廃棄物のそもそもの何

かレベルの区分というふうなものについて説明をいただきたいと思います。一般市民、私

なんか考えるのは、炉心を解体したりするときには、結構な濃度の廃棄物が出るのではな

いかなと思うんだけど、名前は低レベルってなってますよね。じゃあ、高レベルっていう

のはどういうもので、中レベルっていうものがあるのかないのか。それから、低レベルっ

ていうのはどういうものなのかということを、市民にもわかりやすく説明していただける

ということをお願いしたいということです。 

 あと、特定重大事故等の施設ですけれども、これは今できております免震重要棟との関

係が何かあるのかということと、何か規制の基準で、こういうものがいつの時点から追加

されたりしたのかということもちょっとお聞きしたいですし、中国電力さんが活断層２２

キロっていうふうにしておられたのが、ちょっと２５キロというふうに延ばされましたけ

れども、それとの関連性があるのかどうかもちょっとお聞きしたいと思います。以上です。 

○岸川部長 ありがとうございました。 

 では、Ｃ委員。 
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○Ｃ委員 Ｃでございます。先般の廃止措置計画の中電さんからの説明会、お聞きもした

ところですけども、基本的に廃止措置計画というのが、プルトニウム循環方式の立場に立

ってるわけですね。核燃料サイクルでの立場なわけです。先ほど来、意見もあったわけで

すけども、いわゆるプルトニウム循環方式は、いまだ技術的には未完成だと。ここは私は

冷厳に見ないといけないと思います。それは高速増殖炉のもんじゅの開発が頓挫している。

それはどういうことかといったら、プルトニウムの使い道が、これ全くないということで

すよね。もんじゅが動かなければプルトニウムはたまる一方、これが一つ、当然ですよね。 

 それから、使用済核燃料を再処理するということとなっておりますけれども、じゃあ、

六ヶ所の再処理工場が稼働したときに、再処理工場が稼働したときに発生するプルトニウ

ムの総量というのは、年間８トンと言われてますよね。だから、中国電力が使用済燃料を

送った、今後廃炉するとこの原発もたくさん出てくるでしょう。じゃあ、しかし再処理工

場が仮に動いたとしても、８トンのプルトニウムが生まれる。当初の計画でいうと、全国

の原発でプルサーマルをやってＭＯＸ燃料を燃やして、それは１６基から１８基燃やすこ

とによって、プルトニウムを大体５トンから６トン使うということだったわけですね。だ

から、再処理工場に使用済燃料を送って、仮に仮に稼働したとして、プルトニウムが８ト

ン、８トンプルトニウムがたまる。そして、今全くプルサーマルは動いてない。じゃあ、

計画どおり、電事連の計画どおりプルサーマルがやられたとしても、５トンから６トンし

かプルトニウムは使われないわけですよ。そうなるとどうなるかというと、プルトニウム

は、プルサーマルが動いたとしてプルトニウムが２トンから３トン余るわけです。現在、

プルトニウムが日本に４７トンぐらいあるわけでしょう。国際公約では余剰プルトニウム

は持たないということになってるわけで、だから、今あった、私は廃炉は歓迎しますよ、

歓迎するんですけども、使用済核燃料を処理する、そうすればプルトニウムがどんどんた

まっていく、これは国際公約違反につながる。プルサーマルは今、動くめどが立ってない。

仮にプルサーマルがあったとしても、１６基から１８基動くという計画つくってたけども、

動いたとしても５トンから６トンたまる一方。だから、原発を再稼働すれば使用済核燃料

の貯蔵プールがあふれ出す。再処理工場で再処理をすれば、プルトニウムがとめどなく蓄

積する。その上、高レベル放射性廃棄物は増え続ける。もう核のごみの処理方法っていう

のは全く確立されてないわけですよ。 

 私は、ここのところをもっと冷厳に見ないと、これは計画そのものが絵に描いた餅とい

うか、全く実効性がないものではないかなというふうに言わざるを得ません。そういう点
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で、中国電力、この点、プルトニウム、いいですよ、使用済核燃料処理するのはいいけど、

どう考えてるのか。ここは明確に答えていただきたいというふうに思います。 

 そして、あわせて、じゃあ、使用済核燃料の処理ができなければどうなるのか。これも

先般少し言いましたけど、九州電力が中間貯蔵施設の建設を今考えてる。中電さんは今の

ところ考えてないというようなファジーな答弁だったけども、私は今日、この安対協の場

で、中間貯蔵施設の建設はやらないということを明言いただきたい。 

 そして最後に、特重の施設というのは反対はしません。反対はしませんけど、基本はこ

れ、２号機の稼働が前提になってるわけですからね。先ほど来、偽造問題での規制庁から

の説明があったわけですけども、私は、４月に熊本大地震があって、いわゆる活断層の連

動があって、活断層が見つかってないところでも、未知の断層でも動くと、日本列島どこ

で大地震が起こるかわからないと、こう言われている。原発の近辺で言えば、宍道断層が

延びた、そして鳥取沖の断層もある、大田沖の断層もある、未知の断層もある。そして、

ＧＰＳでの京都大学の先生の調査では、山陰地方の地下にはひずみがたまってる。年間５

ミリ、地盤が鳥取に動いてると、こういう警告もあるわけですから、こういう調査もしっ

かりと事業者の責任として、規制庁がここ掘れって言ったから、ここ掘れわんわんじゃな

くて、主体的に県民の信頼を回復し、安全を確保する事業者の責務として、積極的に活断

層調査等もやっていただきたい。このことをお願いしておきたいと思います。 

○岸川部長 ありがとうございました。 

 一旦お三方で質問を止めまして、お答えすることをお願いしたいと思います。最初は３

点ですかね、１号機の廃止措置計画について、使用済核燃料は六ヶ所村の再処理工場が前

提となっている。その稼働の確からしさ、可能性はどうかということ。それから、特重施

設については、２号機の再稼働前提であると。その上で、万一に備えた住民の避難計画、

避難対策などについて、中国電力としてどのような立場で臨まれるか、責任を持つべきで

はないかという点。それから、周辺自治体との安全協定を締結すべきではないかと、立地

自治体並みの協定を締結すべきではないかという点。それから、六ヶ所村の再処理工場が

稼働しなかった場合はどういうふうな対応になるのかという御質問がありましたし、それ

から、低レベル廃棄物についての、レベルの区分について、わかりやすく説明をしていた

だきたいという点。それから、特重施設と免震重要棟の関係、あるいはこの特重施設が５

年間の猶予期間の施設でありますけど、新規制基準でどのような扱いになっておったかと

いうこと。それが宍道断層、２２キロ、２５キロへ延びたということと関連があるのかな
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いのかというような御質問がありました。そして、最後、Ｃ委員からは、核燃料サイクル

について、六ヶ所村の再処理が稼働してもしなくても、それぞれ課題があるのではないか

という点。その上で、計画の実効性が疑われる、そういうことについてどう考えるか。そ

れから、中間貯蔵施設の建設の考え方についてどうなのかと。最後、熊本地震などを踏ま

えて、さまざまな断層調査等についてもっとやるべきではないかというような御質問、御

意見だったかと思います。 

 中電のほうから、では、御説明願います。 

○古林島根原子力本部長 古林のほうからお答えを申し上げます。 

 まず、Ａ委員のほうから１号の廃止措置に関連しまして、サイクルを前提としたもの、

再処理工場の稼働についての御質問でございました。日本原燃におきましては、六ヶ所に

現在、再処理工場を建設中でございまして、御案内のとおり、もう既に本来であれば営業

運転を開始しておるはずのプラントではございましたけれども、平成１８年から平成２５

年にかけまして、アクティブ試験といいまして、実際に使用済燃料を用いました試験を実

施いたしました。その中で、溶かしました燃料の廃棄物、これをガラス固化体として収納

するステンレスの容器でキャニスターというものがございますけれども、これに収納する

過程で非常に困難な状況があったということで、非常に時間がかかりまして、竣工時期の

延期が重なりました。しかしながら、これらの対応につきましては、全て課題を解決され

まして、平成２５年には、使用前検査の前に実施する必要があることにつきましては全て

終了されております。現在は、平成２６年１月に新しい規制基準に基づく申請を国のほう

にされておりまして、既にこの４月ごろまでに規制基準に対応する新しい基準地震動もほ

ぼ了解が得られておりまして、平成２７年の１１月に、この再処理施設の竣工時期を平成

３０年の上期中ということで発表をされております。そうした意味で、基準地震動もほぼ

御了解が得られ、技術的にも解決する課題が解消されておりますので、今後、サイクル施

設、再処理工場が稼働する期待というのは非常に確実性が高いものと考えておるところで

ございます。 

 次に、避難計画に対する当社のスタンスでございます。これにつきましては、御案内の

とおり、現在国の法律では原子力災害対策基本法等に基づきまして、自治体におかれまし

て、この避難計画を策定していただくというルールになっております。当社におきまして

も、事業者として自治体の皆様に対しまして防災資機材の御提供でございましたり，要員

の派遣等、可能な限りの対応をさせていただくということで努力をしているところでござ
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います。 

 それから、周辺自治体の皆さんに対する安全協定についての御質問をいただきました。

現在、事前了解をお願いしておる、安全協定を持っていただいておる協定先というのは、

島根県殿と、それから松江市様でございます。周辺の鳥取県様を含めまして６自治体にお

かれましては、一部、安全協定未締結のところがございますけれども、この立地自治体に

準ずる安全協定を締結させていただいております。協定を締結させていただけてない自治

体も含めて、立地自治体と同様の対応をさせていただきますということで、現在も異常時、

それから通常の情報連絡等、立地自治体の皆様と同様に対応させていただいております。

何よりも地元の皆様の御安心をいただくということが重要なことでございますので、そう

いった意味で、緻密な情報連絡等を行いまして、御理解を賜るように進めてまいりたいと

いうふうに考えております。 

 次に、六ヶ所村の見込みについて、除染との絡みで御質問をいただきました。説明の中

でも申し上げておりますけれども、使用済燃料の搬出につきましては、今後１４年間の準

備期間と、それから原子炉の周辺設備の解体の期間中に搬出を計画いたしております。こ

の６年の間に除染を計画いたしております。これについては、できる範囲というものがあ

ろうかと存じますけれども、まずは可能な範囲で除染をし、設備全体を解体に向けての準

備段階ということで対応してまいります。この除染によって出てくる廃棄物というのは、

通常の運転中と同様でございまして、プラントの中にある設備でもってこれを除去してい

くと、貯蔵をしていくというふうに計画をいたしております。 

 それから、廃棄物の種類についての御質問をいただきました。高レベル廃棄物と低レベ

ル廃棄物というのがございます。今回のこの廃止措置によって発生いたします廃棄物とい

うのは、全て低レベルの廃棄物と放射能を持たない廃棄物が大部分でございますけれども、

低レベルの廃棄物というものがございます。高レベルの廃棄物と呼んでおりますのは、先

般、松江市で説明会がございましたけれども、使用済燃料を再処理して出てくる廃棄物で

ございまして、いわゆるガラス固化体に収納をする、ガラス固化体としてキャニスターに

収納する廃棄物でございます。これは高レベルの場合は、非常に長期に管理をする、ある

いは長期に保管をしなきゃいけないということで、地層処分ということが現在、計画をさ

れております。 

 それから、免震重要棟と特定重大事故対処施設の違いについての御質問でございます。

免震重要棟、今回新たに耐震性の高い、免震ではなくて耐震性を持ったこの緊急時対策所
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を設置するということで公表させていただきました。これについては、再稼働の条件にな

るものでございます。一方、特定重大事故等対処施設というのは５年の猶予をいただいて

おる設備でございまして、主としてテロ対策ということで、万々一、原子炉の制御が原子

炉建屋の中央制御室でできないと、そういったときに、外部からでもこの対応が可能な設

備ということで現在計画をしております。この免震重要棟あるいは耐震の設備というのは、

万一事故が発生した場合に、オフサイトセンターあるいは本社等と結びまして、発電所の

事故の収拾に当たったり、その外部への情報連絡の発信をする発電所の中の基地でござい

ます。 

 次に、Ｃ委員から、核燃料サイクルにかかわる全般的な御質問を賜りました。我が国に

おきましては、エネルギー基本計画に基づきまして、国の方針としては、核燃料サイクル

を堅持するということで、前の政権からも、ずっと現在の趣旨ということで今日に至って

おります。プルサーマルにつきましては、当社におきましても、島根の２号機につきまし

て、地元の皆様から御了解をいただいて、燃料を製造する一歩手前のところまで参ってお

りましたけれども、福島の事故のような状況を踏まえまして、次の稼働に向けてはまだ製

造を進めていないというところでございます。いずれにしましても、現在、もう既に福島

の事故の前からですね、多くのプラントでプルサーマルは始まっております。その安全性

につきましては、既に十分実績が上がってきている状況であるというふうに認識をしてお

ります。今後とも、大間の原子力発電所を含めてですね、いわゆるプルサーマルというこ

とで、余剰のプルトニウムを出さないような、そういった取り組みを続けてまいりたいと

いうふうに考えております。 

 さらに、中間貯蔵施設についての御発言がございました。現在、１号機、２号機で使用

済燃料、保管をさせていただいておるわけでございます。１号機につきましては、本日の

説明の中で申し上げましたとおり、六ヶ所の再処理工場、これは現在３，０００トンウラ

ンのプールがほぼ満杯の状態でございます。再処理工場が稼働いたしますと、年間８００

トンという処理量を有しております。この再処理工場の稼働が進めば、十分出す余裕はで

きるというふうに考えております。当社におきまして、今のところ中間貯蔵ということに

ついては考えていないというのが現状でございます。 

 それから、地震に関する御質問をいただきました。当社の基準地震動、断層の長さは確

定をいたしましたけれども、現在まさにこの基準地震動について、国において御審議をい

ただいている最中でございます。御心配をいただきました熊本の地震、あるいは当地近く
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におけるひずみの調査等ございましたけれども、基準地震動を定めるに当たっては、震源

を特定して定める地震動、それから震源を特定せず定める地震動というのがございまして、

御案内の鳥取県西部の地震等、マグニチュード７．３という数字の大きな地震動について

も、原子炉の直下でこれを想定して、原子炉の健全性を確保するということで今現在も検

討を続けておるところでございます。耐震性につきましては、現在８００ガルという数字

で、申請時よりも２００ガル、アップをさせて、８００ガルという数字で御審議をいただ

いておるとこでございまして、今後の国の審査を確認していただければというふうに思っ

ております。当社もこういった内容について、今後もしっかり説明を申し上げたいと考え

ております。以上でございます。 

○岸川部長 ありがとうございました。 

 今のお三人の質問に対する、御意見や質問に対する答弁でありましたが、追加がござい

ます、ちょっとお待ちいただいて、ほかに、Ｂ委員も追加がございますね。なるべく多く

の委員さんの御意見頂戴できればと思いますので、ちょっとしばらくお待ちください。 

 今のお三方以外の委員さんから御意見、御質問あれば、まず受けたいと思いますが。 

 それでは、ないようでしたら、次に、一般参加の方から御意見、御質問をお受けいたし

たいと思います。最初にお願いしましたように、お名前を言っていただいて、御質問、御

意見述べていただくと喜びます。一般参加の方、どうぞ、御意見、御質問あれば、挙手を

お願いしたいと思います。（挙手なし。）よろしゅうございますね。 

 それでは、最初、御質問、御意見いただきましたお三方で、さらにという手が先ほど挙

がっておりますので、三人ともですか。 

 じゃあ、Ａ委員から。 

○Ａ委員 １点だけ、避難計画についてです。先ほど回答の中では、従前と変わらない回

答で、協力はするけども、責任持つということは今日もおっしゃいませんでした。規制基

準の中に避難計画等は入っていないですよね。規制基準クリアして、規制委員会からオー

ケーもらえれば再稼働できるということに判断されると思うんですよ。事故が起こり得る、

そして３０キロ圏内含めてかなり広範な地域に影響が出てくるのは、これは福島の実態見

て明らかだと思うんです。電力事業者として、私は避難計画について、当然責任負うべき

だというふうに思うんです。避難計画の実効性を測る物差しというのは、私はこれは自治

体などに丸投げされていて、明確な基準というのは、当然これは規制委員会持ってません

ので、明確な基準というのはないんですよ。避難計画をつくって、その実効性がこのぐら
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いまで高まれば、完全なものになれば、再稼働よしというふうにはなってないんですよ、

今の中では。そうであるならば、動かす事業者側として避難計画についてもしっかり責任

を負う、これが当然の、私は電力事業者としての責務だというふうに思うんです。協力、

協力というのは当然やるべきことではありますが、これは電力事業者として、避難計画の

実効性についても責任を負う、この立場が私は欠かせないということを強調したいと思い

ますので、再度回答をお願いしたいと思います。以上です。 

○岸川部長 それから、Ｂ委員も手が挙がっておりましたですか。 

○Ｂ委員 お答えいただいて、大体ちょっとわかってきたんですけど、六ヶ所村の施設に

ついては、稼働、今はもう満杯で全然移すことができないということですね。稼働し始め

たら六ヶ所村に移してもらえる順番が来ると。それで順番が来たら移せますっていうこと

ですよね。それで、同時に廃炉する原発が何基も同時期にありますので、すごい大変なこ

とですね、多分。複数の原発から同じように移したいっていうことになってということに

なるということですかね。それで、移すまでの間は島根原発の施設内に保管するというこ

とになりますですかね。その辺もちょっと確認させていただいて、そうしますと、使用済

燃料を長期間プール内で保管するということになるのではないかと思うんですけど、その

プールについての耐震性というものが大変心配なんです。それもあります。 

 それと、もし六ヶ所村の施設が動き出して、ガラス固化体というものができ上がるとし

ます。でも、それを埋めるところはまだ決まってないわけですよね。ですので、この先、

本当に重大な問題で何とかしなければならないことは確かなんですけれども、さまざまな

局面で不安なことだらけではないかなというふうに思います。使用済燃料のプールについ

てのことはちょっとお答えをいただきたいと思います。でも、私は、個人的にはやっぱり

これ以上使用済のものを出してはならないと思いますので、２号機はたとえ規制基準をク

リアしたと言われても、この廃棄物の問題一つとっても大変心配ですので、動かさないで

いただきたいということを望んでおります。以上です。 

○岸川部長 ありがとうございました。 

 では、Ｃ委員も追加がございましたですか。 

○Ｃ委員 本部長から御回答があったんですが、御本人おわかりだと思いますけど、私の

質問の回答になってないんですよね。多分お答えが無理だと思うんでいいんですけども、

結局もう核燃料サイクルが、私はもう破綻してるでしょうという話をまずしましたよね。

六ヶ所村の再処理工場が稼働したとしても、プルトニウムがそこで８トンしか処理できな
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いと。プルサーマルをやっていくっていうこと言われたですけども、電気事業連合会が建

てた１６基から１８基、プルサーマルをやったとしても、プルトニウムは５トンから６ト

ンしか処理できないわけですよ。そうですよね。だからプルトニウムはたまる一方なんで

すよ。幾らプルサーマルやっても、今の計画で。だから、それは国際条約というか、国際

の約束に、国と国との国際公約に、これ反してるんじゃないですかと。結局再処理をやる

っていうことは、これはプルトニウムが新たに発生することだと。プルサーマルをやって

も、再処理工場で生成されるプルトニウムは使い切れないということは明確になっている

でしょうと。だけど、プルサーマルをやるから大丈夫だとかこれは国の政策だからって言

われても、それは現実問題、全くそれはだめでしょう。御回答できないと思いますけども。

そこは冷厳に見詰めないといけないじゃないんですかと、そういうことを私は言ったわけ

です。 

○岸川部長 ありがとうございました。 

 では、お三方の追加の御意見について、お願いします。 

○古林島根原子力本部長 古林から御回答申し上げます。まず、避難計画に対する責任と

いうことでの御指摘を賜りました。先ほどの御回答でも申し上げましたけれども、現行の

法体系のもとにおきましては、自治体の皆様の定める防災計画、避難計画に対しまして、

当社は協力を申し上げる立場でございます。もとより、事業者としてその重要性を認識し

ております。そういった意味で、当社としてできる最大限の御協力を引き続き実施してま

いりたいというふうに考えております。 

 それから、六ヶ所の稼働に伴いまして、この使用済燃料、長期にわたると、耐震性は問

題ないかという御指摘を賜りました。使用済燃料プールの耐震性というのはＳクラスとい

いまして、原子炉棟などと同等の、原子力発電所の設備の中では最も高いレベルの耐震性

を有した設備でございます。一部、冷却系はＢクラスのものございますけれども、今回の

緊急安全対策対応等によりまして、プールに水を供給をして、プールの水がなくならない

ように、そういった対応も準備をしております。本日の説明資料の中では、仮に水がなく

なっても、燃料が大きく損傷することはないということも申し上げておりますけれども、

まずはこういった事故にならないように、最大限の安全対策というものをとってまいりた

いというふうに思っております。 

 それから、核燃料サイクルにつきましては、先ほども申し上げたとおりでございまして、

国のエネルギー政策に沿って、当社といたしましてもプルサーマルについての努力を今後
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とも引き続き実施をしてまいりたいというふうに考えております。以上でございます。 

○岸川部長 ありがとうございました。 

 終了の予定時刻を若干過ぎておりますが、このまま終了していいのか、ほかにございま

せんでしたら、おさめたいと思いますが、いかがでしょうか。よろしゅうございますか。

ありがとうございます。そういたしますと、議事はこれで終了ということにさせていただ

ければと思います。 

 資料の一番最後に、質問用紙というのをお付けしております。この場で質問、御意見を

言い忘れたと、あるいはお帰りになってから何かお気づきの点がございましたら、この用

紙に御記入いただきまして、防災部のほう、事務局のほうに提出いただければ、対応いた

したいと思っておりますので、よろしくお願いをいたします。 

 では、最後に、知事のほうから御挨拶を申し上げます。 

○溝口会長 本日は多くの皆様に御出席をいただき、誠にありがとうございます。この中

国電力の規制委員会での審査の要請の問題につきましては、直接は御意見はなかったよう

でございますけども、それに関連しまして、核燃料サイクルについての御質問はございま

して、これは中電がお答えをいたしましたが、この問題はそういう御意見があったという

ことは、よく私どもも記録にとどめておきたいというふうに思います。 

 県といたしましては、中国電力の要請につきましては、今後、県議会でありますとか立

地自治体、周辺自治体などの御意見もよくお聞きしながら、どう対応するか考えていきた

いというふうに思っております。いずれにしましても、冒頭申し上げましたように、この

問題につきましては、２段階のやり方で対応をする考えでございます。 

 私からのまとめは以上でございますが、御協力誠にありがとうございました。 

○岸川部長 では、これでこの会議を終了させていただきます。どうもありがとうござい

ました。 

 


